
亀山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について

仕事と育児を両立できるように、仕事と育児との両立支援に資する制度又は措置の個別周知・

意向確認の義務化及び部分休業に関する制度の拡充を次のとおり行います。

１ 仕事と育児との両立支援のための個別の周知・意向確認

（１）妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する個別の周知・意向確認

妊娠、出産等についての申出をした職員に対して、次のとおり出生時両立支援制度等（※）

に関する事項の周知及び出生時両立支援制度等の利用の意向確認を個別に行います。

措置種別 措置内容

周知事項

・出生時両立支援制度等の内容

・出生時両立支援制度等の申出先

・共済組合の育児時短勤務手当金等に関すること。

個別周知・意向確認の方法
面談、書面交付、電子メール等のいずれか

※電子メール等は、職員が希望した場合に限る。

※育児短時間勤務、部分休業、早出遅出勤務及び深夜勤務・時間外勤務の制限に関する制度、

育児時間に関する制度、配偶者出産休暇等

（２）３歳に満たない子を養育する職員に対する個別の周知・意向確認

３歳に満たない子を養育する職員に対して、次のとおり育児期両立支援制度等（※）に関

する事項の周知及び育児期両立支援制度等の利用の意向確認を個別に行います。

措置種別 措置内容

周知事項
・育児期両立支援制度等の内容

・育児期両立支援制度等の申出先

個別周知・意向確認の方法
面談、書面交付、電子メール等のいずれか

※電子メール等は、職員が希望した場合に限る。

※育児短時間勤務、部分休業、早出遅出勤務及び深夜勤務・時間外勤務の制限に関する制度、

育児時間に関する制度等
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２ 部分休業に関する制度の拡充

次のとおり部分休業に関する制度を拡充します。

区 分 改正後 改正前

対象職員

・常勤職員

・非常勤職員の一部（勤務日数の

要件有）※勤務時間数の要件を

廃止

・常勤職員

・非常勤職員の一部（勤務日数及

び勤務時間数の要件有）

対 象となる 子

の範囲

・常勤職員→小学校就学まで

・非常勤職員→小学校就学まで

・常勤職員→小学校就学まで

・非常勤職員→３歳に達するまで

取得パターン

第１号部分休業又は第２号部分休

業を選択可

【第１号部分休業】

１日につき２時間を超えない範

囲内の時間（取得する時間帯の制

限なし）

※非常勤職員は、１日の勤務時間

から５時間４５分を減じた時間

を超えない範囲内の時間

【第２号部分休業】

１年につき１０日相当の範囲内

・常勤職員 ７７時間３０分

・非常勤職員 １日の勤務時間

に１０を乗じて得た時間

１日につき２時間を超えない範囲

内の時間（勤務時間の始め又は終

わりに限り取得可）

※非常勤職員は、１日の勤務時間

から５時間４５分を減じた時間

を超えない範囲内の時間

取得単位

【第１号部分休業】

３０分単位

【第２号部分休業】

１時間単位又は１日の勤務時間

の全部

３０分単位

請求期間
毎年４月１日から翌年３月３１日

まで

取 得パター ン

の変更

配偶者が負傷又は疾病により入院

した等、申出時に予測することが

できなかった事実が生じたことに

より、子の養育に著しい支障が生

じる場合に限り変更可

※変更したときは、従前の部分休

業は取り消す


